
令和８年６月１６日

富士宮市議会定例会議案

富 士 宮 市



目 次

報 第 ８ 号 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 の 専 決 処 分 報 告 に つ い て

報 第 ９ 号 令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 に つ

い て

報 第 １ ０ 号 令和７年度富士宮市水道事業会計予算繰越計算書について

報 第 １ １ 号 令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書 に つ

い て

議 第 ３ ６ 号 富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 制 定 に つ い て

議 第 ３ ７ 号 富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 制 定 に つ い て

議 第 ３ ８ 号 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 制 定 に つ い て

議 第 ３ ９ 号 富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て

議 第 ４ ０ 号 富士宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

議 第 ４ １ 号 富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 制 定 に つ い て

議 第 ４ ２ 号 富 士 市 と 富 士 宮 市 と の 間 の 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 に 係 る

事 務 の 相 互 委 託 の 廃 止 に つ い て

議 第 ４ ３ 号 富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事 （ 土 木 工 事 ）

請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

議 第 ４ ４ 号 富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理 棟 長 寿 命 化

工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

議 第 ４ ５ 号 富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成 工 事 ） 請 負

契 約 の 締 結 に つ い て

議 第 ４ ６ 号 財 産 の 取 得 に つ い て

議 第 ４ ７ 号 財 産 の 取 得 に つ い て

議 第 ４ ８ 号 財 産 の 取 得 に つ い て

議 第 ４ ９ 号 市 道 路 線 の 廃 止 に つ い て

議 第 ５ ０ 号 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て



議 第 ５ １ 号 令 和 ８ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

議 第 ５ ２ 号 令 和 ８ 年 度 富 士 宮 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

諮 第 １ 号 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め る こ と に つ

い て

諮 第 ２ 号 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め る こ と に つ

い て



報 第 ８ 号

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 の 専 決 処 分 報 告

に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



専 第 ５ 号

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に つ い て

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

下 記 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 損 害 賠 償 額 ６ ， １ １ ６ 円

２ 事 故 発 生 年 月 日 令 和 ８ 年 ５ 月 １ ４ 日

３ 事 故 発 生 場 所 富 士 宮 市 万 野 原 新 田 ３ ０ ９ ８ 番 ２

地 先

一 般 市 道 万 野 原 新 田 ６ ２ 号 線

４ 事 故 の 概 要 市 道 を 走 行 し て い た 相 手 方 車 両 が 、

路 面 の 穴 に タ イ ヤ を 落 と し 、 当 該 車

両 の 左 後 輪 の タ イ ヤ を 損 傷 し た も の

５ 損 害 賠 償 及 び

和 解 の 相 手 方

６ 和 解 事 項 今 後 、 本 件 に つ い て 裁 判 上 及 び 裁 判

外 に お い て 、一 切 の 請 求 を 行 わ な い 。



報 第 ９ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越

計 算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） 第 ２ 条 及

び 令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） 第 ２ 条

の 繰 越 明 許 費 は 、 別 紙 の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ４ ６ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市一般会計繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

２総務費 １総務管理費

庁舎維持管理事業

庁舎特定天井改修
111,000,000 71,840,000 50,831,000 21,009,000

富士宮駅西駐輪場整備事業 84,000,000 84,000,000 32,000,000 43,200,000 8,800,000

富士市及び富士宮市共同電算

化事業

健康管理システム改修

戸籍附票システム改修

4,685,000 4,685,000 2,261,000 2,424,000

３民生費 ２児童福祉費
物価高対応子育て応援手当支

給事業
8,138,000 8,138,000 8,138,000

６農林水

産業費
１農業費

用排水路等維持改良事業

原用水路改修

羽鮒地区用水路浚渫

安居山用水路改良

27,000,000 18,370,000 5,000,000 13,370,000

市単独農道改良事業

村山２６号線舗装復旧
9,800,000 5,796,000 5,796,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

６農林水

産業費
２林業費

森林環境整備事業

しずおか林業再生プロジェ

クト推進事業費補助金

入山線改良

25,700,000 25,700,000 22,349,000 3,351,000

７商工費 １商工費

新稲子川温泉ユー・トリオ運営

事業

キャンプ場整備

31,960,000 31,960,000 22,000,000 9,960,000

西富士工場用地給水施設管理

事業

給水施設修繕

9,795,000 9,795,000 9,795,000

プレミアム付商品券事業 975,000,000 975,000,000 15,000,000 960,000,000

８土木費
２道路橋りょ

う費

市道維持補修事業

淀平町３号線側溝整備

黒田山本線歩道整備

59,320,000 55,846,000 22,000,000 16,200,000 17,646,000

市道新設改良事業

大塚弓沢線改良

青木和田線ほか２路線改良

西山安居山線改良

黒田山本線交差点改良

出水新梨線ほか１路線改良

北山１５７号線改良

111,100,000 89,255,000 15,000,000 15,000,000 59,255,000

無電柱化推進事業

粟倉外神線無電柱化整備
38,750,000 38,423,000 15,950,000 11,700,000 10,773,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

８土木費

３河川費

水門等管理事業

神田川流域６号ほか１水門

改修

25,260,000 25,260,000 7,500,000 14,900,000 2,860,000

河川等維持改良事業

源道寺町６４号河川改良

清水川護岸改良

慈眼寺沢改修

拾石沢護岸改修

94,000,000 57,870,000 35,000,000 22,870,000

４都市計画費

都市計画道路整備事業

田中青木線整備
38,969,000 38,969,000 38,969,000

富士宮駅前広場等施設整備事

業

錦町１号線歩道整備

富士宮駅前広場待合所建設

富士宮駅前広場階段改修

155,550,000 130,580,000 33,910,000 65,700,000 30,970,000

都市公園等整備事業

城山公園整備

緑の基本計画改定

明星山公園整備

外神東公園整備

101,490,000 100,981,000 18,600,000 16,700,000 65,681,000

白糸自然公園整備事業

屋外ステージ整備
19,000,000 19,000,000 19,000,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

９消防費 １消防費

消防ポンプ自動車等購入事業

山岳救助車購入

第５分団消防ポンプ自動車

購入

第８分団消防ポンプ自動車

購入

大型水槽付き消防ポンプ自

動車Ⅱ型購入

166,394,000 166,394,000 10,000,000 60,800,000 95,594,000

消防団詰所整備事業

第２１分団（猪之頭）統合詰

所建築

140,000,000 140,000,000 140,000,000

防災用施設・資機材等整備事業

防災倉庫建設
27,000,000 16,440,000 6,333,000 10,107,000

10教育費６社会教育費

文化財保存・管理事業

白糸ノ滝景観保全エリア駐

車場整備

白糸ノ滝景観保全エリア草

刈等維持管理

白糸ノ滝景観保全エリア転

落防止柵設置

白糸ノ滝景観保全エリア植

栽

54,650,000 44,250,000 41,300,000 2,950,000

（仮称）郷土史博物館事業 14,803,000 14,803,000 7,000,000 7,803,000

計 2,333,364,000 2,173,355,000 136,480,000 1,156,052,000 446,200,000 434,623,000



報 第 １ ０ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計

算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 に お い て 、 富 士 宮 市 水 道 事 業 会 計 予 算 を 別 紙

の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和

２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報 告

す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額

説 明建設改良

積 立 金
工事負担金

損益勘定

留保資金

１資本的

支出

１建設改

良費

水道施設改良事業

水椚水源管理棟給

排気設備制御盤等

更新

棚坂配水池緊急遮

断弁更新

水椚水源ほか１０

箇所遠方監視制御

装置更新

新水源浄水処理検

討業務

173,000,000 167,000,000 54,776,157 112,223,843 6,000,000

資材の調達に日数を要したた

め

水椚水源管理棟給排気設備

制御盤等更新

（完了 令和８年５月）

棚坂配水池緊急遮断弁更新

（完了予定 令和８年６月）

事業実施に当たり、関係者との

調整に日数を要したため

水椚水源ほか１０箇所遠方監

視制御装置更新

（完了 令和８年５月）

浄水試験及び手法の検討に日数

を要したため

新水源浄水処理検討業務

（完了予定 令和８年６月）



単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購 入 限 度 額

説 明建設改良

積立金
工事負担金

損益勘定

留保資金

老朽管布設替事業

大久保地内導水管

布設替

精進川地内配水管

布設替

椿沢送水管布設替

200,000,000 177,000,000 177,000,000 23,000,000

工事箇所を追加する必要が生

じたため

大久保地内導水管布設替

精進川地内配水管布設替

（完了 令和８年５月）

椿沢送水管布設替

（完了予定 令和８年７月）

合 計 373,000,000 344,000,000 231,776,157 112,223,843 29,000,000



報 第 １ １ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越

計 算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 に お い て 、 富 士 宮 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 を 別

紙 の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭

和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報

告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額

説 明
国庫補助金 企 業 債

損益勘定

留保資金

１資本的

支出

１建設改

良費

国庫補助公共下水道

整備事業

小泉１号幹線枝線

管路新設

管路施設修繕改築

計画策定

157,380,000 65,571,000 82,605,000 37,300,000 22,300,000 23,005,000 9,204,000

岩盤の影響により、掘削作業

に日数を要したため

小泉１号幹線枝線管路新設

（完了 令和８年４月）

管路調査により、計画に反映

すべき管路が増加したため

管路施設修繕改築計画策定

(完了 令和８年５月）

合 計 157,380,000 65,571,000 82,605,000 37,300,000 22,300,000 23,005,000 9,204,000



議 第 ３ ６ 号

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金

条 例 を 廃 止 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 を 廃 止 す

る 条 例

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 （ 令 和 ３ 年 富 士 宮 市

条 例 第 ８ 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



議 第 ３ ７ 号

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金

条 例 を 廃 止 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 を 廃 止 す

る 条 例

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 （ 令 和 ２ 年 富 士 宮 市

条 例 第 １ ９ 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



議 第 ３ ８ 号

富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例

（ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 （ 昭 和 ３ ０ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ５ １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「

「

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 2 5年

法 律 第 2 7号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 2 6 年 政 令 第 3 1 9

号 ） 第 1 9条 の 1 5の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

又 は 日 本 国 と の 平

和 条 約 に 基 づ き 日

本 の 国 籍 を 離 脱 し

た 者 等 の 出 入 国 管

理 に 関 す る 特 例 法

（ 平 成 ３ 年 法 律 第

7 1号 ） 第 1 6条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 特 別 永 住 者 証

明 書 で あ っ て 、 電

子 署 名 等 に 係 る 地

方 公 共 団 体 情 報 シ

ス テ ム 機 構 の 認 証

業 務 に 関 す る 法 律

（ 平 成 1 4年 法 律 第

153号 。以 下 こ の 表

に お い て 「 公 的 個

人 認 証 法 」 と い

う 。）第 22条 第 １ 項

に 規 定 す る 個 人 番

号 カ ー ド 用 利 用 者

証 明 用 電 子 証 明 書

が 記 録 さ れ た も の

別 表 第 １ 中

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

（行政手続における

特 定 の 個 人 を 識 別

す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 2 5年 法 律

第 2 7号 ） 第 ２ 条 第

７ 項 に 規 定 す る 個

人 番 号 カ ー ド で あ

っ て 、 電 子 署 名 等

に 係 る 地 方 公 共 団

体 情 報 シ ス テ ム 機

構 の 認 証 業 務 に 関

す る 法 律 （ 平 成 1 4

年 法 律 第 153号 。以

下 こ の 表 に お い て

「 公 的 個 人 認 証

法 」と い う 。）第 22

条 第 １ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー ド

用 利 用 者 証 明 用 電

子 証 明 書 が 記 録 さ

れ た も の を い う 。

以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。） を 利 用

し 、 多 機 能 端 末 機

（ 本 市 の 電 子 計 算

機 と 電 気 通 信 回 線

で 接 続 さ れ た 多 機

能 端 末 機 を い う 。

を に 、



以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。） か ら 自 動

的 に 交 付 を 受 け る

場 合 に あ っ て は 、１

件 に つ き 200円 ）

を い う 。 以 下 こ の

表 に お い て 同 じ 。）

を 利 用 し 、 多 機 能

端 末 機 ( 本 市 の 電

子 計 算 機 と 電 気 通

信 回 線 で 接 続 さ れ

た 多 機 能 端 末 機 を

い う 。 以 下 こ の 表

に お い て 同 じ 。)か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

200円 ）

」

」

「 「

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

又 は 移 動 端 末 設 備

（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 59年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ２ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 35条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

き 200円 ）

を

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 59年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ３ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 35条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

き 200円 ）

に 改 め る 。

」 」

（ 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 （ 昭 和 ５ ３ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ ５ 条 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

⑵ 印 鑑 登 録 者 が 個 人 番 号 カ ー ド 等 （ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人

を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第

２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 、 出 入 国 管 理 及



び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 政 令 第 ３ １ ９ 号 ） 第 １ ９ 条 の １ ５ の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド 又 は 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ

き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成

３ 年 法 律 第 ７ １ 号 ） 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 特 別 永 住

者 証 明 書 で あ っ て 、 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム

機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ３ 号 。 以 下

「 公 的 個 人 認 証 法 」と い う 。）第 ２ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号

カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の を い う 。 以 下

同 じ 。） 又 は 移 動 端 末 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 ５ ９ 年 法 律 第

８ ６ 号 ） 第 １ ２ 条 の ２ 第 ４ 項 第 ３ 号 ロ に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 で

あ っ て 、 公 的 個 人 認 証 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 移 動 端 末

設 備 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の を い う 。 以 下 同

じ 。）を 利 用 し 、専 用 の 端 末 機 に 自 ら 暗 証 番 号 の 入 力 そ の 他 必 要 な

操 作 を す る こ と に よ り 申 請 す る 方 法

第 １ ７ 条 中 「 個 人 番 号 カ ー ド 」 を 「 個 人 番 号 カ ー ド 等 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

２ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 富 士 宮 市 条 例

第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 １ の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。

「

「

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 25年

法 律 第 27号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お



別 表 第 １ 中

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 25年

法 律 第 27号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 26 年 政 令 第 319

号 ） 第 19条 の 15の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

又 は 日 本 国 と の 平

和 条 約 に 基 づ き 日

本 の 国 籍 を 離 脱 し

た 者 等 の 出 入 国 管

理 に 関 す る 特 例 法

（ 平 成 ３ 年 法 律 第

71号 ） 第 16条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 特 別 永 住 者 証

明 書 で あ っ て 、 電

子 署 名 等 に 係 る 地

方 公 共 団 体 情 報 シ

ス テ ム 機 構 の 認 証

業 務 に 関 す る 法 律

（ 平 成 14年 法 律 第

153号 。以 下 こ の 表

に お い て 「 公 的 個

人 認 証 法 」 と い

う。）第22条第１項

に 規 定 す る 個 人 番

号 カ ー ド 用 利 用 者

証 明 用 電 子 証 明 書

が 記 録 さ れ た も の

を い う 。 以 下 こ の

表 に お い て 同 じ 。）

を 利 用 し 、 多 機 能

端 末 機 ( 本 市 の 電

子 計 算 機 と 電 気 通

信 回 線 で 接 続 さ れ

た 多 機 能 端 末 機 を

い う 。 以 下 こ の 表

に お い て 同 じ 。)か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

を

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 26 年 政 令 第 319

号 ） 第 19条 の 15の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

若 し く は 日 本 国 と

の 平 和 条 約 に 基 づ

き 日 本 の 国 籍 を 離

脱 し た 者 等 の 出 入

国 管 理 に 関 す る 特

例 法 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 71号 ） 第 16条

の ２ 第 １ 項 に 規 定

す る 特 定 特 別 永 住

者 証 明 書 で あ っ

て 、 電 子 署 名 等 に

係 る 地 方 公 共 団 体

情 報 シ ス テ ム 機 構

の 認 証 業 務 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 14年

法 律 第 153号 。以 下

こ の 表 に お い て

「 公 的 個 人 認 証

法 」 と い う 。 ） 第

22条 第 １ 項 に 規 定

す る 個 人 番 号 カ ー

ド 用 利 用 者 証 明 用

電 子 証 明 書 が 記 録

さ れ た も の を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ） 又

は 移 動 端 末 設 備

( 電 気 通 信 事 業 法

( 昭 和 59 年 法 律 第

86 号 ) 第 12 条 の ２

第 ４ 項 第 ３ 号 ロ に

規 定 す る 移 動 端 末

設 備 で あ っ て 、 公

的 個 人 認 証 法 第 35

条 の ２ 第 1 項 に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 用 利 用 者 証 明 用

電 子 証 明 書 が 記 録

さ れ た も の を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。)を 利

用 し 、 多 機 能 端 末

機 ( 本 市 の 電 子 計



200円 ) 算 機 と 電 気 通 信 回

線 で 接 続 さ れ た 多

機 能 端 末 機 を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ) か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

200円 )

」

」

「

に 、
戸 籍 の 附 票 の 写 し

の 交 付

１ 件 に つ き 300円
を

」

「

戸 籍 の 附 票 の 写 し

の 交 付

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 、

」

「

１ 件 に つ き 3 0 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 5 9 年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ３ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 3 5 条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。 ） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

「

を

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 、

」



き 200円 ）

」

「

戸 籍 の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 戸 籍 証

１ 件 に つ き 4 5 0円
を

明 書 の 交 付

」

「

戸 籍 の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 戸 籍 証

明 書 の 交 付

１ 件 に つ き 4 5 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 350円 ）

に 、

」

「

租 税 公 課 に 関 す る

証 明

１ 件 に つ き 3 0 0円
を

」

「

租 税 公 課 に 関 す る

証 明

１ 件 に つ き 3 0 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 改 め る 。

」



議 第 ３ ９ 号

富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定

に つ い て

富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制

定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

富 士 宮 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 ３ ４ 条 の ７ 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ６

第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中「 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 」を「 並

び に 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ４ 号 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 除 き 、」 を 「 除 く 。 次 条 第 １ 項 第 ２

号 に お い て 同 じ 。）（ 」 に 改 め 、「 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同

条 第 ５ 項 中 「 次 条 第 ４ 項 」 を 「 次 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い う 。）

は 、 公 的 年 金 等 支 払 者 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 申

告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 項

に お い て 「 公 的 年 金 等 」と い う 。） の 支 払 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 。） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、

施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。

⑴ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申 告

書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

⑵ 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定

の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。）の 支 払 を 受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 者 で あ つ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得

金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る

配 偶 者 （ 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） を い う 。

次 号 及 び 次 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。）（ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ １ 条 の ２ に

規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。）に 係 る 所 得

を 有 す る 者 に 限 る 。）又 は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対

象 扶 養 親 族 で あ つ て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。）若 し



く は 特 定 親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ つ て 、 合 計 所

得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） を 有 す る 者

⑶ 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定

の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。）の 支 払 を 受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 者 （ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 当 該 公 的 年 金 等 の 額 が そ

の 年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る べ き 日 の 前 日 の 現 況 に お

い て 令 第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ に 定 め る 金 額 に 満 た な い 者 を 除 く 。）で

あ つ て 、 障 害 者 、 寡 婦 若 し く は ひ と り 親 に 該 当 す る 者 又 は 特 定 配 偶

者 若 し く は 扶 養 親 族 （ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に

限 る 。）若 し く は 特 定 親 族（ 合 計 所 得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。） を 有 す る 者

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 ５ 項 中 「 第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ 」 を 「 第 ４ ８ 条 の

９ の ８ 」に 改 め 、同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、同 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、

同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 項 」 に 、「 法 第 ３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 に 」 を 「 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 」 に 、「 法 第

３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 」 を 「 同 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項

の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

⑴ 公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称

⑵ 公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る

特 別 障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨 及 び そ の

該 当 す る 事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨

⑶ 特 定 配 偶 者 の 氏 名

⑷ 扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名

⑸ そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項

第 ６ １ 条 中 「 が 土 地 」 の 次 に 「 又 は 家 屋 」 を 加 え 、「 、 家 屋 に あ つ て は

２ ０ 万 円 」 を 削 り 、「 １ ５ ０ 万 円 」 を 「 １ ８ ０ 万 円 」 に 改 め る 。

附 則 第 ５ 条 中 「 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 」 を 「 以 後 」 に 改 め る 。



附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 令 和 ２ ０ 年 度 」 を 「 令 和 ２ ５ 年 度 」 に 、「 令

和 ７ 年 」 を 「 令 和 １ ２ 年 」 に 改 め る 。

附 則 第 ６ 条 の ４ 中 「 又 は 附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 」 を 「 、 附 則 第 １ ８ 条 の

３ 第 １ 項 又 は 附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 」 に 、「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附

則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 ８ 条 の ２ 中 「 附 則 第 ７ 条 の ２ 第 ４ 項 」 の 次 に 「（ 法 附 則 第 ７ 条 の

３ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。）」

を 加 え る 。

附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 ５ 項 」 を 「 附 則 第

３ ４ 条 の ２ 第 ６ 項 」 に 、「 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ ０ 項 」 を 「 附 則 第 ３ ４ 条

の ２ 第 １ ２ 項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

４ 第 １ 項 （ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 場 合 に お い て 、 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １ 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ ３ 号 か

ら 第 １ ５ 号 ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る も の を し た と き に お

け る そ の 譲 渡 を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お い て 地 す べ り 等 防

止 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 地 す べ り 防 止 区 域 、

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第

５ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等

に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第

５ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 又 は 特 定 都 市 河 川 浸 水

被 害 対 策 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ５ ６ 条 第 １ 項 の 浸 水 被 害 防

止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の 譲 渡 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規

定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 又 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め

の 譲 渡 に 該 当 し な い も の と み な す 。

附 則 第 １ ８ 条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）

第 １ ８ 条 の ３ 当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措 置

法 第 ３ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 を 有

す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ い て は 、 第

３ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 ３ ４ 条 の ３ の 規 定 に か か わ ら ず 、 他



の 所 得 と 区 分 し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲 渡 所 得 の 金 額 及 び

雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 １ ８ 条 の ６ の ４ で 定 め る と こ ろ に よ り 計

算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の

金 額 」と い う 。）に 対 し 、特 定 暗 号 資 産 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額（ 特

定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 次 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 さ れ る 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用

後 の 金 額 ）を い う 。）の １ ０ ０ 分 の ３ に 相 当 す る 金 額 に 相 当 す る 市 民 税

の 所 得 割 を 課 す る 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

⑴ 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 総 所 得 金 額 」 と

あ る の は 、「 総 所 得 金 額 、附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 暗

号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。

⑵ 第 ３ ４ 条 の ６ か ら 第 ３ ４ 条 の ８ ま で 、 第 ３ ４ 条 の ９ 第 １ 項 、 附 則

第 ６ 条 第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

第 ３ ４ 条 の ６ 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第

１ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と 、 第 ３ ４ 条

の ７ 第 １ 項 前 段 、 第 ３ ４ 条 の ８ 、 第 ３ ４ 条 の ９ 第 １ 項 、 附 則 第 ６ 条

第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所

得 割 の 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得

割 の 額 」 と 、 第 ３ ４ 条 の ７ 第 １ 項 後 段 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は

「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所

得 割 の 額 の 合 計 額 」 と す る 。

⑶ 第 ３ ５ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 又 は 山 林 所 得 金 額 」

と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」と 、「 若 し く は 山 林

所 得 金 額 」 と あ る の は 「 、 山 林 所 得 金 額 若 し く は 附 則 第 １ ８ 条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。

⑷ 附 則 第 ４ 条 の ６ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 項 中 「 山 林 所

得 金 額 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項

に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、 同 条 第 ２ 項



中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３

第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 １ 条 こ の 条 例 は 、 令 和 ９ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

⑴ 第 ６ １ 条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ３ 条 の 規 定 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日

⑵ 第 ３ ４ 条 の ７ 第 ２ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ６ 条 の ４ の 改 正 規 定

（「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 附 則 第 ８ 条 の ２ の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 １ ６

条 の ２ の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ４ 項 の 規 定 令 和 １ ０ 年 １ 月 １ 日

⑶ 附 則 第 ６ 条 の ４ の 改 正 規 定（ 前 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）及 び

附 則 第 １ ８ 条 の ２ の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ３ 項 及

び 第 ５ 項 の 規 定 金 融 商 品 取 引 法 及 び 資 金 決 済 に 関 す る 法 律 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 ● ● 号 ） の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の

翌 々 年 の １ 月 １ 日

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 ２ 条 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い

う 。）第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、こ の 条 例 の 施 行 の

日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 ３ ６

条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払

を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 富

士 宮 市 税 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 新 条 例 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割

の 納 税 義 務 者 が 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 １ ２ 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 所 得 税 法 等 改 正

法 」と い う 。）第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特 別 措 置 法（ 昭 和 ３ ２

年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第 １ ６

項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第



１ ６ 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。）若 し く は 既 存 住 宅（ 同 条 第

１ ７ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条

第 １ ７ 項 に 規 定 す る 特 例 既 存 住 宅 及 び 同 条 第 ３ ５ 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 ３ ５ 項 に 規 定 す る 要 耐

震 改 修 住 宅 を 含 む 。）若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋（ 同 条 第 １ ７ 項 の 規

定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 増 改 築 等 を し た 家 屋 と み な さ れ る 同 条

第 １ ７ 項 に 規 定 す る 特 例 増 改 築 等 を し た 家 屋 を 含 み 、 当 該 増 改 築 等 又

は 当 該 特 例 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認

定 住 宅 等 （ 同 条 第 １ ８ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅

等 と み な さ れ る 同 条 第 １ ８ 項 に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。）を 同

条 第 １ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 場 合 に つ い

て 適 用 し 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 同 日 前 に 所 得 税 法 等 改 正 法

第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第 ２ ０ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住

用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 ２ ０ 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。）

若 し く は 既 存 住 宅 （ 同 条 第 ３ ５ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る

既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 ３ ５ 項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含

む 。）若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋（ 当 該 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。）

又 は 同 条 第 １ ０ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 ２ １ 項 の 規 定 に よ り

同 条 第 １ ０ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 ２ １ 項 に 規 定

す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。）を 同 条 第 １ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の

者 の 居 住 の 用 に 供 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 ６ 条

の ４ の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ５ 項

に お い て「 ３ 号 施 行 日 」 と い う 。） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分

の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 ３ 号 施 行 日 の 属 す る 年 度 分 ま で の 個

人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 １ ６

条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 条 第 ２ 号 に

掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 行 う 同 条 例 附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 土



地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。

５ 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 １ ８

条 の ３ の 規 定 は 、 ３ 号 施 行 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個

人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 ３ 条 附 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例

第 ６ １ 条 の 規 定 は 、 令 和 ９ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適

用 し 、 令 和 ８ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。



議 第 ４ ０ 号

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と

お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ２ ２ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 令 和 ８ 年 度 に お け る 前 年 度 非 課 税 者 に 係 る 保 険 料 の 減 免 ）

第 １ ７ 条 第 １ 号 被 保 険 者 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯

員 の う ち に 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 の 各 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に

よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い な い 者 で 、 令 附 則 第 ２ ５ 条 の 規 定 に よ り

令 和 ８ 年 度 分 の 同 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い る も の と み

な さ れ た も の （ 以 下 「 み な し 課 税 者 」 と い う 。） が い る 場 合 で あ っ て 、

そ の み な さ れ た こ と に よ り 当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険

料 に 係 る 保 険 料 段 階 （ 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 区 分 を い う 。 以 下 同

じ 。）が 、当 該 み な し 課 税 者 に 令 附 則 第 ２ ５ 条 の 規 定 の 適 用 が な い も の

と し た 場 合 に 決 定 さ れ る べ き 当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保

険 料 に 係 る 保 険 料 段 階 （ 次 項 に お い て 「 令 附 則 第 ２ ５ 条 非 適 用 保 険 料

段 階 」と い う 。）よ り も 保 険 料 率 の 高 い 保 険 料 段 階 に 決 定 さ れ た と き は 、

当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険 料 を 減 免 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 減 免 後 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険 料 の 額 は 、 令 附 則 第

２ ５ 条 非 適 用 保 険 料 段 階 の 保 険 料 率 に よ り 算 定 し た 保 険 料 の 額 と す

る 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 保 険 料 の 減 免 に つ い て は 、 保 険 料 の 納 付 義 務 者

の 申 請 を 要 し な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。



議 第 ４ １ 号

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 昭 和 ４ １ 年 富 士 宮 市 条 例 第

１ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ ８ 条 中 「 ３ １ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ３ 万 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公

務 災 害 補 償 条 例（ 以 下「 新 条 例 」と い う 。）第 １ ８ 条 の 規 定 は 、令 和 ８

年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 新 条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 適 用 の 日 （ 以 下 「 適 用 日 」 と

い う 。 ） 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 に つ い て 適 用 し 、 適

用 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。

３ 適 用 日 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 で あ っ て 、 改 正 前 の

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。） 第

１ ８ 条 の 規 定 に よ る 金 額 に よ り 支 給 さ れ た も の 又 は 旧 条 例 附 則 第 ６ 条

の 規 定 に よ る 金 額 に よ り 支 給 さ れ た も の （ そ の 額 が ６ ６ 万 円 未 満 で あ

る も の に 限 る 。 ） の 支 払 は 、 新 条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ る 金 額 に よ り

支 給 さ れ る べ き 葬 祭 補 償 の 内 払 と み な す 。



議 第 ４ ２ 号

富 士 市 と 富 士 宮 市 と の 間 の 住 民 票 の 写 し 等 の

交 付 に 係 る 事 務 の 相 互 委 託 の 廃 止 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の

１ ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て

富 士 市 と 富 士 宮 市 と の 間 の 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 に 係 る 事

務 の 相 互 委 託 を 廃 止 す る に 当 た り 、 富 士 市 と 協 議 す る こ と

に つ い て 、 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ５ ２ 条 の

２ の ２ 第 ３ 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 市 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



議 第 ４ ３ 号

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事

（ 土 木 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事 （ 土 木 工 事 ）

請 負 契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事 （ 土 木 工

事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

２ ０ ３ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 田 中 町 １ １ ５ ０ 番 地

株 式 会 社 三 与 建 設

代 表 取 締 役 三 尾 祐 一



議 第 ４ ４ 号

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理

棟 長 寿 命 化 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結

に つ い て

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理 棟 長 寿 命 化

工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理 棟 長 寿

命 化 工 事 （ 建 築 工 事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

１ ６ ９ ， １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 大 中 里 １ ３ ９ ９ 番 地 １ ４

明 徳 建 設 株 式 会 社

代 表 取 締 役 河 西 幸 一



議 第 ４ ５ 号

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成

工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成 工 事 ） 請 負

契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成 工 事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

１ ５ ５ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 北 町 １ ５ 番 １ 号

株 式 会 社 旭 建 設

代 表 取 締 役 石 川 真 司



議 第 ４ ６ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

高 規 格 救 急 自 動 車 １ 台

２ 取 得 の 目 的

中 央 消 防 署 東 分 署 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

３ １ ， ３ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 源 道 寺 町 １ ０ ９ ８ 番 地

峰 自 動 車 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 木 ノ 内 伸 明



議 第 ４ ７ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

消 防 ポ ン プ 自 動 車 ２ 台

２ 取 得 の 目 的

富 士 宮 市 消 防 団 第 １ ５ 分 団 及 び 第 １ ６ 分 団 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

７ ４ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

静 岡 県 駿 東 郡 長 泉 町 中 土 狩 ８ ２ １ 番 地 の ６

小 川 ポ ン プ 工 業 株 式 会 社 三 島 事 業 所

所 長 土 田 俊 三



議 第 ４ ８ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

消 防 ポ ン プ 自 動 車 １ 台

２ 取 得 の 目 的

富 士 宮 市 消 防 団 第 ２ ０ 分 団 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

３ ６ ， ５ ０ ９ ， ５ ８ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 ５ 丁 目 ４ 番 ２ 号

ジ ー エ ム い ち は ら 工 業 株 式 会 社 東 京 営 業 所

所 長 真 舘 知 誉



議 第 ４ ９ 号

市 道 路 線 の 廃 止 に つ い て

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 、 下 記 の 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

整 理

番 号
路 線 名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 小 泉 １ ８ ５ 号 線

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ４ 番 １

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ２ 番 ３





議 第 ５ ０ 号

市 道 路 線 の 認 定 に つ い て

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 下 記 の 路 線 を 市 道 に 認 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

整 理

番 号
路 線 名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 小 泉 １ ８ ５ 号 線

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ４ 番 １

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ １ 番 ２





諮 第 １ 号

人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め

る こ と に つ い て

下 記 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 に 推 薦 し た い の で 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、 市 議 会 の 意 見 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

長 田 ひ と み



諮 第 ２ 号

人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め

る こ と に つ い て

下 記 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 に 推 薦 し た い の で 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、 市 議 会 の 意 見 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

犬 浦 教 雄
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議第５１号 

 

令和８年度富士宮市一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和８年度富士宮市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 63,000千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 62,163,000千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和８年６月１６日 提出 

 

静岡県富士宮市長  須 藤 秀 忠 



- 計

2 国 庫 補 助 金 2,546,416 13,064 2,559,480

16 県 支 出 金 4,039,147 314,311 4,353,458

2 県 補 助 金 974,

第

811 314,311

2

１

1,289,122

表

17 財 産

　

収 入 172,982 7

歳

172,989

入

1 財産運用収

歳

入 111,624 7 1

出

11,631

予

18 寄 附 金 4,

算

001,634 1,6

補

27 4,003,26

 

正

1

1 寄

 

附 金 4,001,63

1

4 1,627 4,00

　

3,261

歳

19 繰 入 金 5,1

入

06,949 18,2

(

59 5,125,20

単

8

3 基

位

金 繰 入 金 5,035,

 

468 18,259 5

-

千

,053,727

円

21 諸 収 入

)

1,441,358 △

款

237,768 1,2

項

03,590

補

4 雑 入 1,22

 

8,190 △237,

正

768 990,422

 

22 市

前

債 7,574,300

1

 

△46,500 7,5

の

27,800

 

1 市 債 7,57

額

4,300 △46,5

補

00 7,527,80

　

0

歳 　

 

 入 　  合 　  計 62

正

,100,000 63

 

,000 62,163

　

,000

 

額 計

15

一

国 庫 支 出 金 8,112

般

,072 13,064

会

8,125,136



- 計

177,914 51,055 7,228,969

6 農林水産業費 910,743 3,043 913,786

1 農 業 費 715,345 3,043 718,388

 

7 商 工 費 621,

3

2

012 500 621,

 

512

 

1 商 工 費 621,01

歳

2 500 621,51

出

2

10

(

教 育 費 12,653,

単

328 8,402 12

位

,661,730

 

1 教 育 総 務

千

費 1,629,300

 

円

40,000 1,66

)

9,300

款

2 小 学 校 費 2,7

項

22,074 50 2,

補

722,124

 

3 中 学 校 費 8

正

40,565 △31,

 

648 808,917

前

歳 　  

 

出 　  合 　  計 62,

-

の

100,000 63,

 

000 62,163,

額

000

補　 正 　額

1

計

2 総 務

 

費 8,253,346

一

51,055 8,30

般

4,401

会

1 総 務 管 理 費 7,
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第２表 債務負担行為補正 
 

 

１ 廃止 

事   項 期  間 限   度   額 

小学校屋内運動場空調設備

設置委託料 

自 令和9年度 

至 令和10年度 

小学校屋内運動場空調設備設置委託料のうち、令

和 9 年度から令和 10 年度までの施行分に係る金額

1,000,000千円 

中学校屋内運動場空調設備

設置委託料 

自 令和9年度 

至 令和10年度 

中学校屋内運動場空調設備設置委託料のうち、令

和 9 年度から令和 10 年度までの施行分に係る金額

1,100,000千円 
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第３表 地方債補正 
 

 

１ 変更 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

  千円    

中学校校舎等整備事業 

補正前 129,000 

証書借入 

5.0％以内 

ただし、利率見直し

方式で借り入れる

資金について、利率

の見直しを行った

後においては、当該

見直し後の利率 

借入先の融資条件

に従う。 

ただし、市財政の都

合により据置期間

を短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借換えすること

ができる。 

補正後 82,500 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 に 関 す る 説 明 書               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



歳入

総
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補
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正

72

16 県 支

予

出 金 4,039,14

算

7

17 財 産 収

１
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事項

4,003,261

(
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単
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位
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千

△46,500

円
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)

63,000

補

62,163,000

　

別

　　正　　　額 計

- 

明

9 -  1 一般会計

細

13,064

書

8,125,136

314,311 4,353,458

7 172,989

1,627



(歳

7 商 工 費 621,0

款

12 500 621,5

補

12

10

正

教 育 費 12,653,

前

328 8,402 12

の

,661,730

額

歳  出  合

補

 計 62,100,0

　

00 63,000 62

正

,163,000

出

　額 計

- 10 -

)

2 総 務 費 8,253,346 51,055 8,304,401

6 農 林 水 産 業 費 910,743 3,043 913,786



単

13,06

位

4 7,541 30,4

　

50

2,

千

343 700

円

500

)

311,968 △4

補

6,500 △315,

　

943 58,877

正

327,

　

375 △46,500

額

△307,902 90

　

,027

の　財　源　内　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源 一　　　般

国　県　支　出　金 地　　方　　債 そ　　の　　他 財　　　源

- 11

(

 -  1 一般会計



２　

計 2,546,416 13,064

(

2,559,480

款

(款)1

)

6 県支出金

目 補正前

1

の額 補 正 額 計

5

5 農林水産業費県補

 

助金 174,471 2

国

,343 176,81

庫

4

9 教育

歳

支

費県補助金 4,566

出

311,968 316

金

,534

目

計 974,811 3

補

14,311 1,28

正

9,122

前

(款)17 財産

の

収入

目 補正前の額 補 正

額

額 計

2 利子

補

及び配当金 94,40

入

正

4 7 94,411

額 計

計 111,624 7 1

-

11,631

 

(款)18 寄

1

附金

目 補正前の額 補 正

2

額 計

1 一般

 

寄附金 4,000,0

-

00 1,027 4,001,027

5 教育費寄附金 100 100 200

6 商工費寄附金 0 500

2

500

民

計 4,001,634

生

1,627 4,003

費

,261

国

(款)19 繰入金

庫

目 補正前の額 補 正 額 計

補

1 財政調整

助

基金繰入金 3,460

金

,000 89,000

1

3,549,000

,

10 ふるさ

6

と応援基金繰入金 58

9

8,973 △78,2

6

75 510,698

,396 13,064 1,709,460



)

児童福祉費補助金 12

 

,502 母子家庭等対

2

策総合支援事業費補助

 

金

    社

国

会保障・税番号制度に

庫

係る情報連携体制等整

補

    備事

助

業費補助金 12,50

金

2

（

(項

単

) 2 県補助金 （単

位

位　千円）

節

区 分 金 額

　

説 明

1 農業費

千

補助金 2,343 畜産

円

競争力強化対策整備事

）

業費補助金

節

3 教育総務費補助金 3

区

11,968 給食費負

分

担軽減交付金

金 額

(項) 1 財

説

産運用収入 （単位　千

明

円）

節

区 分 金 額
説 明

1 利子及び配当金 7 基金利子

    経済変動対策貸付資金利子補給 7

1 社

(項) 

会

1 寄附金 （単位　千

福

円）

節

区 分 金 額
説 明

祉

1 一般寄附金 1

費

,027

2

補

小学校費寄附金 50 教

助

育振興事業費

金

3 中学校費寄附金 5

5

0 教育振興事業費

6

1 商工費寄附金

2

500 観光事業費

生活

(項) 3

困

 基金繰入金 （単位　

窮

千円）

節

区 分 金 額
説 明

者

1 財政調整基

就

金繰入金 89,000

労

1 ふるさと

準

応援基金繰入 △78,

備

275

金

支

- 13 - (款) 

援

15 国庫支出金

事業費等補助金

    生活保護適

(

正実施推進事業費補助

項

金 562

2



)

053,727

1

(款)21 

9

諸収入

目 補正前の額 補

 

正 額 計

4 雑

繰

入 1,226,913

入

△237,768 98

金

9,145

目 補

計 1,228,1

正

90 △237,768

前

990,422

の

(款)22 

額

市債

目 補正前の額 補 正

補

額 計

7 教育

正

債 4,347,300

額

△46,500 4,3

計

00,800

-

計 7,574,

 

300 △46,500

1

7,527,800

4 -

12 経済変動対策貸付資金利子補給基金 0 7,534 7,534

繰入金

(

計 5,035,4

款

68 18,259 5,



)

分 金 額
説 明

4

 

雑入 △237,768

3

学校給食費納付金 △2

 

77,768

基

補償金・賠償保険金等

金

    日本

繰

スポーツ振興センター

入

災害給付金 40,00

金

0

（

(項

単

) 1 市債 （単位　

位

千円）

節

区 分 金 額
説 明

　

2 中学校事業

千

債 △46,500 中学

円

校校舎等整備事業

）

- 1

節

5 - (款) 19 

区

繰入金

分 金 額
説 明

1 経済変動対策貸付資金 7,534

利子補給基金繰入金

(

(項) 4 雑

項

入 （単位　千円）

節

区



３　

19電子計算組織 1,561,138 31,933 1,593,071 13,064

運営費

(

20諸費 100,82

款

4 18,541 119

)

,365 7,541

歳

  2 

計 7,177,

総

914 51,055 7

務

,228,969 13

費

,064 7,541

補 正

(款)  6 農林

額

水産業費

補 正 額 の 財 源

出

の

目 補正前の額 補 正 額 計

財

特 定 財 源

国県支出金 地

源

方債 その他

目

4畜産振興費 1

補

65,772 3,04

正

3 168,815 2,

前

343

の額 補 正

計 715,

額

345 3,043 71

計

8,388 2,343

特 定

(款)  7 商

財

工費

補 正 額 の 財 源

目 補

源

正前の額 補 正 額 計 特 定

国

財 源

国県支出金 地方債

県

その他

支

3観光費 302,4

出

59 500 302,9

金

59 500

地方

計 621,01

債

2 500 621,51

そ

2 500

の

(款) 

他

10 教育費

補 正 額 の

-

財 源

目 補正前の額 補 正

 

額 計 特 定 財 源

国県支出

1

金 地方債 その他

6

3義務教育

 

振興 229,697 4

-

0,000 269,697 40,000

費

5学校給食費 1,138,319 0 1,138,319 311,968 △356,043

計 1,6

6

29,300 40,0

財

00 1,669,30

産

0 311,968 △3

管

16,043

理費 328,165 581 328,746



項

69 12委託料 31,

)

933 富士市及び富士

 

宮市共同電算化事業 3

 

1,933

1

   電算機器設定委

 

託料 31,933  

総

11,0

務

00 18負担金補助 1

管

1,000 国県等返還

理

金 7,541

費

及び交付金    国

（

・県負担金等精算金 7

単

,541  

位

22償還金利子 7

　

,541 国・県支出金

千

を伴う事業費補助金 1

円

1,000

）

及び割引料    地域

内

コミュニティ施設整備

訳

事業費補助金 11,0

節

00  

一

30,450

般

(

区

項)  1 農業費 （

分

単位　千円）

内 訳 節

一

金

般
区 分 金 額

説 明

財 源

額

700 10需

説

用費 18 鳥獣害防止対

明

策事業 700

財

消耗品費 18   

源

  消耗品費 18  

14工事請負費 682    捕獲個体処理容器設置工事費 682  

18負担金補助

5

2,343 国・県支出

8

金を伴う事業費補助金

1

2,343

2

及び交付金    畜産

4

競争力強化対策整備事

積

業費補助金 2,343

立

  

金

700

5

(項)  1

8

 商工費 （単位　千円

1

）

内 訳 節

一 般
区 分 金 額

基

説 明

財 源

1

金

0需用費 500 観光振

積

興事業 500

立

消耗品費 500  

金

   消耗品費 500

5

  

81

(項)  1 教育総務費 （単位　千円）

内 訳 節

一 般
区 分 金 額

説 明

財 源

21補償・補填 40,000 児童生徒教職員健康

 

管理事業 40,000

 

及び賠償金

 

   日本スポーツ振

世

興センター災害給付金

界

40,000  

遺

44,075

産富

44,075

- 17

士

 - (款) 2 総務

山

費

基金積立金 581  

(

18,8



計 2,722,074 50 2,722,12

(

4 50

款

(款) 1

)

0 教育費

補 正 額 の 財

 

源

目 補正前の額 補 正 額

1

計 特 定 財 源

国県支出金

0

地方債 その他

 

2教育振興費

教

173,840 50 1

育

73,890 50

費

補

3学校建設

正

費 407,984 △3

額

1,698 376,2

の

86 △46,500

財 源

目

計 840,

補

565 △31,648

正

808,917 △46

前

,500 50

の額 補 正 額 計 特 定 財 源

国県支出金 地方債 その他

- 18 -

2教育振興費 312,957 50 313,007 50



項

(項)  3 

)

中学校費 （単位　千円

 

）

内 訳 節

一 般
区 分 金 額

 

説 明

財 源

1

2

0需用費 50 教材整備

 

事業 50

消

小

耗品費 50     

学

消耗品費 50  

校

14,802

費

12委託料 30,30

（

2 中学校校舎等整備事

単

業 △31,698

位

14工事請負

　

費 △62,000   

千

 埋蔵文化財発掘調査

円

委託料 30,302 

）

 

   中

内

学校校舎等整備工事費

訳

△62,000  

節

1

一

4,802

- 19 

般

- (款) 10 教育

区

費

分 金 額
説 明

財 源

10需用費 50 教材整備事業 50

消耗品費 50     消耗品費 50  

(



（単位　千円）

期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出金 市　債 その他

　年度 　年度

令和8

～

令和9

令和7 令和8

令和8

令和7 ～

令和10

令和6 令和8

～ ～

令和7 令和11

令和8

令和7 ～

令和12

令和8

～

令和12

令和7 令和8

令和8

令和8

令和7 ～

令和12

令和8

～

令和12

令和8

～

令和12

令和8

～

令和12

令和8

～

令和10

令和9

～

令和10

令和7 令和8

67,936

1,500

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事　　　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 の支出予定額 特　定　財　源
一般財源

妊娠出産子育て
シェアサポート
事業委託料

3,000 3,000 1,500

電子決裁・文書
管理システム導
入委託料

67,936 67,936

大富士交流セン
ター管理委託料

189,500 37,900 151,600 151,600

富士宮駅前交流
センター管理委
託料

216,000 54,000 162,000 162,000

富士根交流セン
ター管理委託料

228,000 228,000 228,000

富丘交流センタ
ー管理委託料

215,000 215,000 215,000

第2期富士市及び
富士宮市共同電
算化事業委託料
（再延長分）

330,949 330,949 330,949

事務用ソフトウ
エアライセンス
使用料

48,274 48,274 48,274

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料
（運用費用分）

1,439,776 1,439,776 1,439,776

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料

2,322,806 386,901 1,935,905 101,547 1,834,358

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料
(周辺機器対応分)

58,294 58,294 58,294

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料
(先行構築等対応分)

108,963 108,963 108,963

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料
（ハードウエア更
改・運用分）

1,434,283 1,434,283 1,434,283

第3期富士市及び
富士宮市共同電
算事業委託料
(過渡期対応分)

132,315 132,315 132,315

24,860
基幹税務システ
ム改修委託料

24,860 24,860

－ 20 －



（単位　千円）

期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出金 市　債 その他

　年度 　年度

事　　　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 の支出予定額 特　定　財　源
一般財源

令和7 令和8

令和6

～ 令和8

令和7

令和6

～ 令和8

令和7

令和6

～ 令和8

令和7

令和6

～ 令和8

令和7

令和6

～ 令和8

令和7

令和5

～ 令和8

令和7

令和8

令和7 ～

令和10

令和8

令和8

令和7 ～

令和10

令和7 令和8

令和9

令和9

～

令和18

令和5

～ 令和8

令和7

令和8

令和7 ～

令和10

令和9

固定資産路線価
設定委託料

28,941 28,941 28,941

5,087

家計改善支援事
業委託料

31,185 20,788 10,397 6,931 3,466

自立相談支援事
業委託料

60,060 39,712 20,348 15,261

5,198

就労準備支援事
業委託料

49,335 32,000 17,335 11,556 5,779

子どもの学習・
生活支援事業委
託料

31,185 20,790 10,395 5,197

34,387 28,782

生活支援コー
ディネーター委
託料

14,898 9,932 4,966 2,867

地域包括支援セ
ンター委託料

382,260 232,749 149,511 86,342

1,142 957

障がい者計画等
策定委託料

3,000 3,000 3,000

総合福祉会館管
理運営委託料

424,000 106,000 318,000 318,000

あすなろ園運営
事業労働者派遣
委託料

7,484 7,484 7,484

長生園管理運営
事務委託料

535,916 133,736 402,180 402,180

5,000

公立保育園ＬＥ
Ｄ照明等リース
料

84,016 84,016 84,016

公立保育園再編
計画策定委託料

5,000 5,000

185,600

市営墓地管理委
託料

36,000 9,000 27,000

救急医療センタ
ー管理委託料

983,677 798,077 185,600

27,000

一般廃棄物処理
基本計画策定委
託料

6,919 6,919 6,919

－ 21 －



（単位　千円）

期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出金 市　債 その他

　年度 　年度

事　　　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 の支出予定額 特　定　財　源
一般財源

令和7 令和8

令和6

～ 令和8

令和7

令和8

令和6 令和8

～ ～

令和7 令和9

昭和59 令和8

～ ～

令和7 令和13

昭和59

～ 令和8

令和7

令和6 令和8

～ ～

令和7 令和11

令和5

～ 令和8

令和7

令和6 令和8

～ ～

令和7 令和9

令和5

～ 令和8

令和7

令和7 令和8

令和7 令和8

令和8

令和7 ～

令和10

7,920 令和7 令和8 7,920 7,920

令和7 令和8

令和8

～

令和9

焼却施設保全工
事監理委託料

23,265 9,262 14,003 14,003

焼却施設保全工
事費

2,165,130 433,950 1,731,180 1,428,500 302,680

鞍骨沢最終処分
場土砂流入防災
対策工事費

162,000 162,000 162,000

79,510

県営土地改良事
業資金元利補給

2,600,424 2,566,141 34,283

聖苑管理委託料 158,237 78,727 79,510

34,283

柚野の里活性化
施設管理委託料

4,500 900 3,600 3,600

団体営土地改良
事業資金元利補
給

1,457,528 1,457,432 96 96

2,000

新稲子川温泉ユ
ー・トリオ管理
運営委託料

92,109 47,609 44,500 44,500

天子の森管理委
託料

11,000 8,250 2,750 2,750

長寿命化計画策
定委託料

消防通信指令施
設管理運営費負
担金

826,079 826,079 40,000 786,000

市道補修工事費 53,750 53,750 53,750

富士山天母の湯
管理委託料

8,220 6,220 2,000

9,000

都市公園管理委
託料

242,096 60,420 181,676 181,676

河川改修工事費 9,000 9,000

79

消防ポンプ自動
車等購入費

112,373 112,373 112,300 73
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（単位　千円）

期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出金 市　債 その他

　年度 　年度

事　　　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 の支出予定額 特　定　財　源
一般財源

令和4

～ 令和8

令和7

令和2 令和8

～ ～

令和7 令和13

令和7 令和8

令和8

令和9

令和7 令和8

令和6 令和8

～ ～

令和7 令和11

令和7 令和8

令和8

令和8

令和8

令和8

～

令和9

令和8

令和7 ～

令和10

平成30 令和8

～ ～

令和7 令和15

令和8

～

令和12

学校給食センタ
ー調理及び配送
委託料

3,510,733 1,222,320 2,288,413 2,288,413

校務支援システ
ム運用支援等委
託料

185,626 76,158 109,468 109,468

63,203

東小学校管理教
室棟等改築工事
費

1,458,900 1,458,900 1,094,100 364,800

東小学校仮設校
舎借上料

81,023 17,820 63,203

142,500

中学校校舎等整
備工事費

110,000 110,000 82,500 27,500

黒田小学校屋内
運動場改築工事
費

570,000 570,000 427,500

市民文化会館記
念イベント委託
料

8,360 8,360 8,360

市民文化会館管
理委託料

510,000 59,880 450,120 450,120

47,500

市民文化会館楽
器保管管理委託
料

4,247 4,247

市民文化会館リ
ニューアル工事
監理委託料

47,500 47,500

4,247

西公民館昇降機
改修工事費

56,000 56,000 50,400 5,600

市民文化会館リ
ニューアル工事
費

3,982,950 3,982,950 2,278,300 1,704,650

体育施設管理委
託料

740,744 185,000 555,744 555,744

349,938

富士宮市土地開
発公社事業借入
金債務保証

1,000,000 1,000,000

富士宮市土地開
発公社用地取得
事業

1,275,902 302,293 973,609 328,371 295,300

1,111,259 13,401,297

※   ただし、合計欄には債務保証及び損失補償の額は含まない。

1,000,000

合　　計 29,979,448 8,413,967 21,565,481 498,025 6,554,900

－ 23 －



（単位　千円）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

１　総　　務 385,362 508,687 1,200 38,226 471,661

２　民　　生 577,604 859,744 40,500 29,852 870,392

３　衛　　生 1,186,211 1,447,369 1,497,500 84,949 2,859,920

４　農　　林 273,416 288,489 31,300 22,420 297,369

５　商　　工 194,571 195,880 0 48,716 147,164

６　土　　木 1,897,293 2,179,328 718,300 137,752 2,759,876

７　住　　宅 2,344,117 2,335,309 0 91,822 2,243,487

８　消　　防 1,293,476 1,266,324 938,200 209,534 1,994,990

９　教　　育 7,806,981 8,988,580 4,300,800 547,833 12,741,547

10　災害復旧 28,692 17,886 0 2,524 15,362

11　減税補塡 40,302 12,037 0 12,037 0

12　臨時財政

　　対　  策

13　減収補塡 134,628 126,252 0 8,381 117,871

合　　計 31,883,943 32,365,118 7,527,800 2,766,627 37,126,291

15,721,290 14,139,233 0 1,532,581 12,606,652

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区    分
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現在高見込額

当 該 年 度 中
増 減 見 込 額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
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富士宮市病院事業会計補正予算





議第５２号

　 令和８年度富士宮市病院事業会計補正予算（第1号）

　(総　則）

第１条  

　(収益的収入及び支出)

第２条

　第１款　病院事業費用

第２項   医 業 外 費 用

　(資本的収入及び支出）

第３条

　第１款　資本的収入

第２項 企 業 債

　第１款　資本的支出

第１項   建 設 改 良 費

　(債務負担行為）

第４条

　(企業債）

第５条

令和８年６月１６日　提 出

静岡県富士宮市長　須 藤 秀 忠

予算第６条に定めた起債の限度額「2,491,900千円」を「1,291,900千円」に改める。

　

事　　項 期　　間 限　度　額

病院情報システム更新及
び病院ＤＸ推進事業費

１，２００，０００千円令和９年度

予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加

　　する。

支　　　　出

2,920,988千円 △ 1,200,000千円 1,720,988千円

2,691,349千円 △ 1,200,000千円 1,491,349千円

収　　　　入

2,740,262千円 △ 1,200,000千円 1,540,262千円

2,508,400千円 △ 1,200,000千円 1,308,400千円

予算第４条本文括弧書を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額180,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額135,577千円、過年度分損益勘定留保資金45,149千円で補塡するものとする。)

（科    目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

令和８年度富士宮市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

令和８年度富士宮市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第３条に定めた収益的収入

（科    目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

　及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　　出

12,279,886千円 △ 107,467千円 12,172,419千円

473,927千円 △ 107,467千円 366,460千円

- 病院 1 -





予 算 に 関 す る 説 明 書



（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1 病 院 事 業 費 用 12,279,886 △ 107,467 12,172,419

2 医 業 外 費 用 473,927 △ 107,467 366,460

3 雑 支 出 451,548 △ 107,467 344,081

（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1 資 本 的 収 入 2,740,262 △ 1,200,000 1,540,262

2 企 業 債 2,508,400 △ 1,200,000 1,308,400

1 企 業 債 2,508,400 △ 1,200,000 1,308,400

（単位　千円）

款 既決予定額 補正予定額 計 備　考

1 資 本 的 支 出 2,920,988 △ 1,200,000 1,720,988

1 建 設 改 良 費 2,691,349 △ 1,200,000 1,491,349

2 資 産 購 入 費 2,635,389 △ 1,200,000 1,435,389

支　　　出

項 目

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入

款 項 目

支　　　出

款 項 目

令和8年度　富士宮市病院事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
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令和8年度 富士宮市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）
(単位 円）

１

当 年 度 純 損 失 △ 877,377,733

減 価 償 却 費 462,628,000

引 当 金 の 増 減 額 ( △ は 減 少 ) 40,000,966

長 期 前 受 金 戻 入 額 △ 21,248,000

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 △ 10,000

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 8,398,000

有 形 固 定 資 産 除 却 費 60,854,000

未 収 金 の 増 減 額 ( △ は 増 加 ) △ 65,738,802

未 払 金 の 増 減 額 ( △ は 減 少 ) 252,049,005

棚 卸 資 産 の 増 減 額 ( △ は 増 加 ) △ 271,820

そ の 他 の 増 減 額 18,001,783

小 計 △ 122,714,601

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 10,000

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 8,398,000

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 131,102,601

２

有形固定資産の取得による支出 △ 1,350,974,547

有形固定資産の売却による収入 20,000

国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入 10,000

寄 附 金 に よ る 収 入 10,000

そ の 他 投 資 活 動 に よ る 支 出 △ 17,400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,368,334,547

３

建設改良費等の財源に充てるための
企 業 債 に よ る 収 入 1,308,400,000

建設改良費等の財源に充てるための
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出 △ 212,239,000

リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出 △ 5,277,000

他 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入 231,831,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,322,715,000

△ 176,722,148

751,512,379

574,790,231

資 金 期 首 残 高

資 金 期 末 残 高

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資 金 増 加 額 （ 又 は 減 少 額 ）
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（単位　円）

１　固　定　資　産

　(1)

イ 土 地 1,838,984,417

ロ 建 物 8,757,611,954

減価償却累計額 △ 5,703,715,992 3,053,895,962

ハ 構 築 物 241,326,033

減価償却累計額 △ 207,853,509 33,472,524

ニ 器 械 備 品 7,656,597,710

減価償却累計額 △ 5,192,251,192 2,464,346,518

ホ 車 両 9,967,455

減価償却累計額 △ 9,469,402 498,053

ヘ リ ー ス 資 産 23,000,000

減価償却累計額 △ 16,560,000 6,440,000

ト 建 設 仮 勘 定 8,600,000

7,406,237,474

　(2)

イ 電 話 加 入 権 2,651,965

2,651,965

　(3)

イ そ の 他 投 資 131,920,000

131,920,000

7,540,809,439

２　流　動　資　産

　(1) 574,790,231

　(2) 1,485,743,522

△ 4,888,583 1,480,854,939

　(3) 20,381,785

　(4) 3,114,280

　(5)

イ 保 管 有 価 証 券 0

ロ その他流動資産 5,773,244

5,773,244

2,084,914,479

9,625,723,918

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 資 産

その他流動資産合計

前 払 金

固 定 資 産 合 計

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

無形固定資産合計

投 資

投 資 合 計

有 形 固 定 資 産

有形固定資産合計

令和8年度 富士宮市病院事業予定貸借対照表

（令和9年3月31日）

資　産　の　部
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（単位　円）

３　固　定　負　債

　(1) 1,907,918,432

　(2) 0

　(3)

イ 退職給付引当金 638,240,274

638,240,274

2,546,158,706

４　流　動　負　債

　(1) 672,407,996

　(2) 3,612,655

　(3) 913,937,596

　(4) 74,726,292

　(5)

イ 賞 与 引 当 金 296,964,000

ロ 法定福利費引当金 55,726,000

352,690,000

　(6)

イ 預り保管有価証券 0

ロ 預 り 担 保 金 0

0

2,017,374,539

５　繰　延　収　益

　(1) 391,688,985

　(2) △ 289,526,087

102,162,898

4,665,696,143

６　資　本　金 12,478,213,828

７　剰　余　金

　(1)

イ 国庫（県）補助金 43,565,018

ロ 受贈財産評価額 267,646,692

ハ 寄 附 金 2,500,000

313,711,710

　(2)

イ 当年度未処理欠損金 △ 7,831,897,763

△ 7,831,897,763

△ 7,518,186,053

4,960,027,775

9,625,723,918

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　本　の　部

引 当 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

その他流動負債合計

リ ー ス 債 務

流 動 負 債 合 計

企 業 債

未 払 金

預 り 金

引 当 金

引 当 金

引 当 金 合 計

リ ー ス 債 務

固 定 負 債 合 計

負　債　の　部

企 業 債
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（単位  円）

１　医　業　収　益

　(1) 入 院 収 益 5,634,404,100

　(2) 外 来 収 益 3,553,417,000

　(3) そ の 他 医 業 収 益 136,658,581 9,324,479,681

２　医　業　費　用

　(1) 給 与 費 6,210,331,456

　(2) 材 料 費 3,029,668,300

　(3) 経 費 1,620,334,430

　(4) 減 価 償 却 費 503,693,000

　(5) 資 産 減 耗 費 13,500,000

　(6) 研 究 研 修 費 29,368,186 11,406,895,372

2,082,415,691

３　医　業　外　収　益

　(1) 受 取 利 息 配 当 金 0

　(2) 他 会 計 負 担 金 953,118,000

　(3) 他 会 計 補 助 金 549,433,000

　(4) 補 助 金 6,672,000

　(5) 負 担 金 交 付 金 13,300,000

　(6) 長 期 前 受 金 戻 入 22,542,000

　(7) その他医業外収益 47,929,156 1,592,994,156

４　保　育　所　収　益

　(1) 保 育 料 2,890,910 2,890,910

５　医　業　外　費　用

　(1)
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

6,073,819

　(2) 寄 附 金 6,000,000

　(3) 雑 支 出 496,758,649 508,832,468

６　保　育　所　運　営　費

　(1) 給 与 費 35,288,455

　(2) 材 料 費 1,065,741

　(3) 経 費 1,822,184 38,176,380 1,048,876,218

1,033,539,473経 常 損 失

令和７年度　富士宮市病院事業予定損益計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

医 業 損 失
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（単位  円）

７　特　別　利　益

　(1) 固 定 資 産 売 却 益 0

　(2) 過年度損益修正益 0

　(3) そ の 他 特 別 利 益 0 0

８　特　別　損　失

　(1) 固 定 資 産 売 却 損 0

　(2) 過年度損益修正損 0

　(3) そ の 他 特 別 損 失 12,540,000 12,540,000 △ 12,540,000

  1,046,079,473

 5,908,440,557

0

   6,954,520,030

その他未処分利益剰余
金 変 動 額

当年度未処理欠損金

当 年 度 純 損 失

前 年 度 繰 越 欠 損 金
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（単位　円）

１　固　定　資　産

　(1)

イ 土 地 1,838,984,417

ロ 建 物 8,715,339,226

減価償却累計額 △ 5,540,475,992 3,174,863,234

ハ 構 築 物 241,326,033

減価償却累計額 △ 201,200,509 40,125,524

ニ 器 械 備 品 6,640,220,891

減価償却累計額 △ 5,126,532,192 1,513,688,699

ホ 車 両 9,967,455

減価償却累計額 △ 9,444,402 523,053

ヘ リ ー ス 資 産 23,000,000

減価償却累計額 △ 12,420,000 10,580,000

6,578,764,927

　(2)

イ 電 話 加 入 権 2,651,965

2,651,965

　(3)

イ そ の 他 投 資 132,520,000

132,520,000

6,713,936,892

２　流　動　資　産

　(1) 751,512,379

　(2) 1,420,004,720

△ 4,556,747 1,415,447,973

　(3) 20,109,965

　(4) 3,114,280

　(5)

イ 保 管 有 価 証 券 0

ロ その他流動資産 5,773,244

5,773,244

2,195,957,841

8,909,894,733

その他流動資産合計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 資 産

前 払 金

固 定 資 産 合 計

現 金 預 金

未 収 金

投 資 合 計

有 形 固 定 資 産

有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

令和７年度 富士宮市病院事業予定貸借対照表

（令和8年3月31日）

資　産　の　部

無形固定資産合計

投 資

- 病院 10 -



（単位　円）

３　固　定　負　債

　(1) 1,271,887,492

　(2) 3,612,655

　(3)

イ 退職給付引当金 611,740,144

611,740,144

1,887,240,291

４　流　動　負　債

　(1) 212,277,936

　(2) 5,275,217

　(3) 661,888,591

　(4) 74,726,292

　(5)

イ 賞 与 引 当 金 287,736,000

ロ 法定福利費引当金 51,785,000

339,521,000

　(6)

イ 預り保管有価証券 0

ロ 預 り 担 保 金 0

0

1,293,689,036

５　繰　延　収　益

　(1) 391,668,985

　(2) △ 268,278,087

123,390,898

3,304,320,225

６　資  　本  　金 12,246,382,828

７　剰  　余 　 金

　(1)

イ 国庫（県）補助金 43,565,018

ロ 受贈財産評価額 267,646,692

ハ 寄 附 金 2,500,000

313,711,710

　(2)

イ 当年度未処理欠損金 △ 6,954,520,030

△ 6,954,520,030

△ 6,640,808,320

5,605,574,508

8,909,894,733

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　本　の　部

流 動 負 債 合 計

長 期 前 受 金

長期前受金収益化累計額

引 当 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

その他流動負債合計

未 払 金

預 り 金

引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債

リ ー ス 債 務

負　債　の　部

企 業 債

引 当 金

リ ー ス 債 務
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（支  出）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

1 病院事業費用 12,279,886 △ 107,467 12,172,419

2 医業外費用 473,927 △ 107,467 366,460

3 雑支出 451,548 △ 107,467 344,081

（収  入）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

1 資本的収入 2,740,262 △ 1,200,000 1,540,262

2 企業債 2,508,400 △ 1,200,000 1,308,400

1 企業債 2,508,400 △ 1,200,000 1,308,400

（支  出）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

1 資本的支出 2,920,988 △ 1,200,000 1,720,988

1 建設改良費 2,691,349 △ 1,200,000 1,491,349

2 資産購入費 2,635,389 △ 1,200,000 1,435,389

資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和８年度 富士宮市病院事業会計補正予算説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出
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（単位 千円）

節 金  額 説      明

2 その他雑支出 △ 107,467 その他の医業外費用 △ 107,467

貯蔵品購入等に係る消費税 △ 107,467 　貯蔵品購入等に係る控除対象外消費税 △ 107,467

（単位 千円）

節 金  額 説        明

1 企業債 △ 1,200,000 医療機器等整備事業 △ 1,200,000

（単位 千円）

節 金  額 説        明

2 備品費 △ 1,200,000 一般備品整備事業 △ 1,200,000

　病院情報システム機器等購入費 △ 1,200,000
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（単位 千円）

特 定 財 源
期　間 金　額 期　間 金　額 企業債

年度 年度

1,064,802
令和5
 ～
令和7

690,038
令和8
 ～
令和9

374,764 374,764

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事　項 限度額
前 年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 （ 見 込 ） 額

当該年度以降の支払
義 務 発 生 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

病院事業収益

総合医事業
務委託料

寝具類及び
白衣配送回
収等業務委
託料

79,819 令和7
令和8
 ～

令和10
79,819 79,819

寝具類及び
職員白衣等
洗濯業務委
託料

150,972 令和7
令和8
 ～

令和10
150,972 150,972

3,400,000

施設改修等
配置検討業
務委託料

29,100
令和8
 ～
令和9

29,100 29,100

病院情報シ
ステム更新
及び病院Ｄ
Ｘ推進事業
費

3,400,000 令和7
令和8
 ～
令和9

3,400,000
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